
新旧対照表 
新 旧 

輸出通関事務処理体制について 
 

第１ 基本的な審査方法等 
Ⅰ （省略） 
Ⅱ 受付管理事務 （省略） 
１ 申告書及び仕入書又はこれに代わる書類その他必要な添付書類（税
関手続申請システム（以下「申請システム」という。）により提出され
たインボイス情報又は添付資料情報を含む。以下同じ。）が担当部門に
提出された際には、統括審査官（統括審査官が置かれていない官署にあ
っては、これに代わる者としてあらかじめ指定された者。）又はその命
を受けたもの（以下「統括官等」という。）は、申告書に記載すべき事
項がすべて記載されているか否か及び申告書の必要部数並びに添付書
類の有無を確認の上、次の事務を行う。 
なお、提出された申告書に申請システムの「インボイス受理番号通知」
情報の受理番号（以下「インボイス受理番号」という。）又は「添付資
料情報登録業務」による減免税等手続等の受理番号（以下「減免税等手
続等受理番号」という。）が記載されている場合は、申請システムの「イ
ンボイス情報照会業務」又は「添付資料情報照会業務」等を利用して、
当該申告に係るインボイス情報又は添付資料情報であるか否か等の確
認を行うものとする。 
イ～ニ （省略） 
２ （省略） 
Ⅲ 審査事務 
１ 審査方法 
(1) 申告書等の配付を受けた審査担当者は、統括官等が指示したポイ
ントを踏まえるとともに、必要申告事項並びに必要添付書類の有無
及びその有効期限等に関する審査を行った後、関税等の減免税条件
の具備、数量・価格等に関する疑義の発見と解明を中心として審査
を行う。 
なお、配付を受けた申告書に申請システムの「インボイス受理番
号」又は「減免税等手続等受理番号」が記載されている場合は、申
請システムの「インボイス情報照会業務」又は「添付資料情報照会
業務」等を利用して審査を行う。 
(2)及び(3) （省略） 
２ （省略） 

 

輸出通関事務処理体制について 
 

第１ 基本的な審査方法等 
Ⅰ （同左） 
Ⅱ 受付管理事務 
１ 申告書及び仕入書又はこれに代わる書類その他課税標準の決定のた
めの必要な添付書類（税関手続申請システム（以下「申請システム」と
いう。）により提出されたインボイス情報を含む。）以下同じ。）が担当
部門に提出された際には、統括審査官（統括審査官が置かれていない官
署にあっては、これに代わる者としてあらかじめ指定された者。）又は
その命を受けたもの（以下「統括官等」という。）は、申告書に記載す
べき事項がすべて記載されているか否か及び申告書の必要部数並びに
添付書類の有無を確認の上、次の事務を行う。 
なお、提出された申告書に申請システムの「インボイス受理番号通知」
情報の受理番号（以下単に「インボイス受理番号」という。）が記載さ
れている場合は、申請システムのインボイス情報照会業務等を利用し
て、当該申告に係るインボイス情報であるか否か等の確認を行うものと
する。 
 
 
イ～ニ （同左） 
２ （同左） 
Ⅲ 審査事務 
１ 審査方法 
(1) 申告書等の配付を受けた審査担当者は、統括官等が指示したポイ
ントを踏まえるとともに、必要申告事項並びに必要添付書類の有無
及びその有効期限等に関する審査を行った後、関税等の減免税条件
の具備、数量・価格等に関する疑義の発見と解明を中心として審査
を行う。 
なお、配付を受けた申告書に申請システムのインボイス受理番号
が記載されている場合は、申請システムのインボイス情報照会業務
等を利用して審査を行う。 
 
(2)及び(3) （同左） 
２ （同左） 
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